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令和６年度湖北広域行政事務センター一般会計歳入歳出決算 

および基金運用状況審査意見書の提出について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第２項および第２４１条第

５項の規定に基づき審査に付された令和６年度湖北広域行政事務センター一般会

計歳入歳出決算および基金運用状況について審査を終了したので、その意見書を

次のとおり提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和６年度 湖北広域行政事務センター一般会計 
歳入歳出決算審査および基金運用状況審査意見書  

 

 

１．審査の対象   

（１）令和６年度湖北広域行政事務センター一般会計歳入歳出決算 

（２）令和６年度湖北広域行政事務センター一般会計歳入歳出決算事項別明細書 

（３）令和６年度湖北広域行政事務センター一般会計実質収支に関する調書 

（４）財産に関する調書 

 

２．審査の期間 

令和７年７月８日 

 

３．審査の方法 

令和６年度湖北広域行政事務センター一般会計歳入歳出決算書および同事項別

明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書について、関係帳簿、証慿書

類等と照合を行い、計数の正確性、予算の執行状況の適否について審査を行いま

した。 

 

４．審査の結果および意見 

（１）全般事項 

審査に付された令和６年度湖北広域行政事務センター一般会計歳入歳出決算

書および同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書は、関係

法令に準拠して作成され、関係帳簿証慿書類等と照合のうえ、さらに内容につ

いて検討審査した結果、決算は正確であると認められました。 

 

（２）新施設整備運営事業について 

新一般廃棄物処理施設整備事業では、令和７年１０月より稼働を開始する汚

泥再生処理センターのほか、ごみ処理施設の用地造成工事が着々と進められて

おり、工事進捗に応じて工事費の支払額が増えたことで、歳出が大幅な増とな

りました。 

この事業は近年の物価上昇の影響を受け、令和６年度に一部事業の変更契約

がなされました。今後、熱回収施設の工事が本格化するにあたり、各年度の事

業費も増加していくと思われますが、事業費だけでなく脱炭素社会への貢献が

できる施設であることの説明ができるよう努めていただきたいと思います。 

新施設の稼働後は、公会計を活用した財務分析やＰＦＩ事業者のモニタリン

グを実施していくための管理能力等、幅広い分野で活躍できるよう職員研修の

実施を行うなど、センター職員が十全に能力を発揮できるような体制の構築を

お願いします。 

 

 

 



 

（３）未収金にかかる不納欠損処理について 

  可燃ごみ持込処理手数料及び資源ごみ売却手数料の未収金について、配当請

求の確定判決から１０年の時効を迎え、債権放棄の議決を得られた案件も含め、

令和６年度で不納欠損となっています。 

  センター運営費の一部は、市民の税金である負担金で賄われているため適正

な収納事務を行うとともに、未納等には引き続き迅速な対応を心がけていただ

きたいと思います。 

 

（４）斎場の運営管理について 

前年決算と比較すると斎場での火葬件数は増加しており、今後も増加する可

能性が考えられるため、件数が増加した場合にも火葬業務を滞りなく対応でき

るよう業務体制の整備をお願いします。 

 

（５）育児休業の積極的な取得について 

  センター職員の中にも、育児休業を取得している職員が複数おられるとの説

明を受けましたが、女性職員のみではなく男性職員も積極的に育児休業を取得

しやすい、柔軟な休業取得体制の整備に努めていただきたいと思います。 

 

（６）むすび 

センターが担う業務は市民生活の公衆衛生確保のために必要不可欠であり、

安定的に処理を継続することが求められます。今後についても、職員が一丸と

なり、業務が円滑に遂行されることを期待します。 

 

５．審査の概要 

（１）決算総括 

  令和６年度における一般会計の予算総額は、５０億３，７０１万６，０００

円で、これに対する決算総額は、歳入は５０億２，２３５万３，４５６円、 

歳出は、４８億８，８１１万１，５４２円、歳入歳出差引額、実質収支額は、

１億３，４２４万１，９１４円となっています。 

  令和５年度の実質収支額が２億１，２０１万６，３７４円であったことから、

単年度収支は７，７７７万４，４６０円のマイナスとなっています。 

 

（２）歳入総括 

  収入済総額の予算額に対する比率は９９．７１％となっています。調定額に

対する収納比率については、９９．９１％となっており、使用料および手数料

と諸収入（資源ごみ売却）とを合わせ、４２７万８，９４０円が令和６年度を

もって不納欠損となりました。 

  収入総額に対する割合（構成比）については、分担金及び負担金が 

４６．８４％、使用料及び手数料が１０．１３％、国庫支出金が４．９９％、 

財産収入が０．０４％、繰入金が３．３２％、繰越金が４．２２％、諸収入が

１．５０％、組合債が２８．９６％となっており、分担金及び負担金と組合債 



 

が収入の７．５割を占める結果となっています。 

 

（３）歳出総括 

予算額に対する執行率は９７．０４％となり、支出済総額は前年度比 

１３３．９７％となっています。 

  歳出総額に対する割合（構成比）は、議会費が０．０３％、総務費が 

２．３８％、衛生費が９６．８７％、公債費が０．７２％となっており、歳出

全体において衛生費が多くの割合を占める結果となっています。 

 

（４）財産に関する調書 

  ア 土地、建物                       

   旧木之本斎苑解体による建物延べ床面積の減少（921.75 ㎡△） 

   クリーンプラント周辺用地の売却（846.00 ㎡△） 

  イ 物品 

   霊柩車の売却（２台） 

   旧木之本斎苑で使用していた霊柩車を売却 

 

  ウ 基金 

   基金の年度末現在高は、施設整備基金２億９，２９８万５，８６５円とな

っています。 


